
建築基準法（以下「法」という。）第７０条第１項の規定に基づき提出されました次の建

築協定書について，法第７３条第１項の規定により当該建築協定を認可しましたので，同

条第２項の規定に基づき公告します。 

その建築協定書は，法第７３条第３項の規定に基づき，京都市都市計画局建築指導部建

築指導課において一般の縦覧に供します。 

平成３０年６月２２日 

京都市長 門川 大作   

１ 建築協定の名称 

  京都市右京区太秦御所ノ内町地区建築協定 

２ 申請者の氏名  

別府 忠憲 

３ 建築協定区域 

  京都市右京区太秦御所ノ内町１番地の２，１番地の３，１番地の７，１番地の１０

から１番地の１２まで，１番地の１４，１番地の１５，１番地の１７から１番地の１９

まで，１番地の２１，１番地の２２，１番地の２４，１番地の２６，１番地の２７，１

番地の３０，１番地の３２，１番地の３５，１番地の３９，１番地の４２，１番地の４

３，１番地の４６から４９まで，１番地の５１から１番地の５５まで，１番地の５７か

ら１番地の５９まで，１番地の６１から１番地の６５まで，１番地の６７から１番地の

７８まで，１番地の８０から１番地の８３まで，１番地の８６から１番地の８８まで，

１番地の９０，１番地の９２，１番地の９４，２番地の４から２番地の７まで，２番地

の９から２番地の１５まで，２番地の１７から２番地の２１まで，２番地の２４から２

番地の２９まで，２番地の３１から２番地の３４まで，２番地の３６，２番地の３８，

２番地の３９，２番地の４２から２番地の４４まで，２番地の４６，２番地の４９，２

番地の５１から２番地の５６まで，２番地の５９，２番地の６０，７番地，７番地の２，

７番地の８，７番地の１０，７番地の２１，７番地の２２，７番地の２４，７番地の２

５，７番地の２７，７番地の２９，７番地の３９，７番地の４１から７番地の４５まで，

７番地の５８，７番地の５９，７番地の６５，７番地の７０，７番地の７１，７番地の

７６，７番地の８０から７番地の８２まで，７番地の９０から７番地の９３まで，７番

地の９５，１９番地の４，１９番地の６から１９番地の１３まで，１９番地の１７から

１９番地の２１まで，１９番地の２５から１９番地の３０まで，１９番地の３４，１９



 

番地の３６，１９番地の３８から１９番地の４３まで，１９番地の４９，１９番地の５

０，１９番地の５２，２０番地の５，２０番地の６，２１番地の４，２１番地の５，２

１番地の８，２１番地の９，２１番地の１１から２１番地の１４まで，２１番地の１６

から２１番地の２３まで，２７番地の６，２７番地の７，２７番地の１１，２７番地の

１６，２７番地の１７，２８番地，２８番地の５から２８番地の１１まで，２８番地の

１４及び２８番地の１８ 

４ 建築協定区域隣接地 

  京都市右京区太秦御所ノ内町１番地，１番地の１，１番地の４から１番地の６まで，

１番地の９，１番地の１３，１番地の１６，１番地の２３，１番地の２８，１番地の２

９，１番地の３１，１番地の４０，１番地の４５，１番地の５０，１番地の６０，１番

地の６６，１番地の８４，１番地の８５，１番地の８９，１番地の９６，２番地の１，

２番地の８，２番地の１６，２番地の２２，２番地の２３，２番地の３７，２番地の４

０，２番地の４１，２番地の４５，２番地の５７，２番地の５８，２番地の６１，４番

地の２，４番地の８，７番地の３，７番地の４，７番地の７，７番地の１３から７番地

の２０まで，７番地の２８，７番地の３４，７番地の３５，７番地の３８，７番地の４

６，７番地の４７，７番地の４９，７番地の６６から７番地の６９まで，７番地の７７，

７番地の７９，７番地の８３から７番地の８９まで，１４番地の１，１５番地の１，１

６番地，１７番地の１，１９番地の１から１９番地の３まで，１９番地の５，１９番地

の１４から１９番地の１６まで，１９番地の２２から１９番地の２４まで，１９番地の

３２，１９番地の３３，１９番地の３５，１９番地の４４から１９番地の４８まで，１

９番地の５１，２０番地の１，２０番地の４，２１番地の１５，２１番地の２４，２２

番地，２３番地，２４番地，２４番地の１，２５番地の１から２５番地の７まで，２５

番地の９，２５番地の１０，２５番地の１８から２５番地の２０まで，２６番地の１，

２６番地の４から２６番地の６まで，２７番地の３から２７番地の５まで，２７番地の

８から２７番地の１０まで，２７番地の１２，２７番地の１４，２７番地の１５，２８

番地の２から２８番地の４まで，２８番地の１２，２８番地の１３，２８番地の１５か

ら２８番地の１７まで，２８番地の１９，２８番地の２０，３２番地の１及び３３番地

の２ 

 

 



 

５ 建築協定の事項 

  建築物の用途 

６ 協定の期間 

  １０年間 

７ 認可年月日及び番号 

  平成３０年６月２２日付け第１３-００２号 

８ 縦覧期間 

平成３０年６月２２日から建築協定書第１１条に規定する有効期間満了日又は，法第

７６条の規定に基づく建築協定の廃止認可公告日までの，京都市の休日を定める条例第

１条に定める本市の休日を除く日の午前８時４５分から午後５時３０分まで(ただし，

正午から午後１時までは除く。) 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


